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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無端状に連結されて乗り込み口と降り口との間で循環移動する複数のステップと、前記
ステップの両側に配置された欄干と、前記ステップと同期して移動可能に配置された移動
手摺とを備え、前記欄干は、下部を固定した欄干パネルと、前記欄干パネルの上部に固定
された移動手摺用枠体と、前記移動手摺用枠体内に構成された欄干照明と、前記欄干パネ
ルの上端部に固定され、前記移動手摺の移動方向に複数個に分割された固定支持部材と、
を有して構成した乗客コンベアにおいて、
　前記欄干照明は、前記移動手摺の前記移動方向に沿って配置され、発光素子を有する複
数の光源収納体と、前記移動手摺の前記移動方向における前記固定支持部材の分割単位間
で所定の間隔を空けた部分に配置され、前記複数の光源収納体を保持する複数の内部保持
部材と、を有し、
　前記複数の光源収納体の各内部保持部材は、前記欄干パネルの上端部に挟み込まれる挟
み込み部と、前記挟み込み部と一体的に構成されて前記光源収納体を保持する光源保持部
と、を備えた
ことを特徴とする乗客コンベア。
【請求項２】
　前記各内部保持部材は、前記挟み込み部と一体的に折り曲げによって形成され、かつ前
記挟み込み部にバネアクションを与える折り曲げ保持部を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の乗客コンベア。
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【請求項３】
　前記折り曲げ保持部の前記移動手摺側に位置する先端部は、前記内部保持部材が前記移
動手摺用枠体側に移動して前記欄干パネルから前記挟み込み部が脱落しようとする際に前
記移動手摺用枠体に接触することにより脱落するのを規制するように形成した
ことを特徴とする請求項２に記載の乗客コンベア。
【請求項４】
　前記折り曲げ保持部は、その中間に、前記欄干パネルの上端面側に突出して前記上端面
に接触する突出部を有する
ことを特徴とする請求項３に記載の乗客コンベア。
【請求項５】
　前記各内部保持部材は、弾性を有する棒状部材を折り曲げ加工して形成した
ことを特徴とする請求項１から請求項４の何れかに記載の乗客コンベア。
【請求項６】
　前記各内部保持部材は、弾性を有し、前記移動手摺の移動方向に幅を有する板状部材を
一体的に折り曲げ加工して形成した
ことを特徴とする請求項１に記載の乗客コンベア。
【請求項７】
　前記各内部保持部材は、前記挟み込み部と一体的な支持部を有した樹脂成形品によって
形成し、
　前記支持部は、前記内部保持部材が前記移動手摺用枠体側に移動して前記欄干パネルか
ら前記挟み込み部が脱落しようとする際に前記移動手摺用枠体に接触することにより脱落
するのを規制する
ことを特徴とする請求項１に記載の乗客コンベア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、欄干照明を備えた乗客コンベアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の背景技術として、特開２０１３－１９９３３２号公報（特許文献１）およ
び特開２００２－３１３７号公報（特許文献２）がある。これらの公報には、建造物に設
置される支持構造体と、支持構造体内を循環移動する無端状に連結された複数の踏板と、
踏板の移動方向に沿って配置された欄干と、欄干の周縁に沿って移動する移動手摺と、欄
干パネルの周縁に固定された下側支持枠と移動手摺を案内支持した上側支持枠とを備えた
手摺支持枠と、手摺支持枠内で移動手摺の移動方向に配置した欄干照明とを備えた乗客コ
ンベアが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１９９３３２号公報
【特許文献２】特開２００２－３１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された乗客コンベアは、下側支持枠および上側支持枠
とを備えた手摺支持枠内に欄干照明を配置しているが、この欄干照明を支持するために多
くの部品を使用しているため、同部の構造が複雑になり、組み立て作業が面倒になってい
た。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、光源を配置した手摺支持枠内の部品数を少なくして構成を簡
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略化した乗客コンベアを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、無端状に連結されて乗り込み口と降り口との間
で循環移動する複数のステップと、前記ステップの両側に配置された欄干と、前記ステッ
プと同期して移動可能に配置された移動手摺とを備え、前記欄干は、下部を固定した欄干
パネルと、前記欄干パネルの上部に固定された移動手摺用枠体と、前記移動手摺用枠体内
に構成された欄干照明と、前記欄干パネルの上端部に固定され、前記移動手摺の移動方向
に複数個に分割された固定支持部材と、を有して構成した乗客コンベアにおいて、前記欄
干照明は、前記移動手摺の前記移動方向に沿って配置され、発光素子を有する複数の光源
収納体と、前記移動手摺の前記移動方向における前記固定支持部材の分割単位間で所定の
間隔を空けた部分に配置され、前記複数の光源収納体を保持する複数の内部保持部材と、
を有し、前記複数の光源収納体の各内部保持部材は、前記欄干パネルの上端部に挟み込ま
れる挟み込み部と、前記挟み込み部と一体的に構成されて前記光源収納体を保持する光源
保持部と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の乗客コンベアによれば、欄干パネルに固定する構造を簡単にすることができる
。なお、上述した以外の課題、構成および効果は、以下の実施形態の説明により明らかに
される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施例による乗客コンベアの斜視図である。
【図２】図１に示した乗客コンベアの要部を示す断面図である。
【図３】図２に示した内部保持部材を拡大して示す斜視図である。
【図４】図１に示した乗客コンベアの要部を示す斜視図である。
【図５】本発明の他の実施例による乗客コンベアの要部を示す断面図である。
【図６】本発明のさらに他の実施例による乗客コンベアの要部を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本発明の一実施例による乗客コンベアの概略構成を示す側面図である。
【００１１】
　乗客コンベアは、建造物に設置される支持構造体（主枠体とも呼ばれる）を有し、乗り
込み口と降り口を構成する上下階の乗降口１，２間で支持構造体内を循環移動する無端状
に連結された複数のステップ３を、図示しない駆動装置によって駆動すると共に、各ステ
ップ３における幅方向の両側に縦に配置された欄干４の周縁に沿ってステップ３と同期し
て移動手摺５を移動させる構成となっている。欄干４と移動手摺５との間には欄干照明６
が設置されている。
【００１２】
　図２は、欄干４の断面図である。
【００１３】
　図示しない支持構造物に下部を固定された欄干パネル４Ａが立てられており、この欄干
パネル４Ａの上端部に、固定支持部材７、移動手摺用枠体８および上部枠体９が接着や他
の固定方法によって固定されている。欄干パネル４Ａの上端部に固定した固定支持部材７
は、欄干パネル４Ａの長手方向、つまり移動手摺５の移動方向に複数個に分割されており
、隣接する分割単位間には所定の間隔が保持され、この所定の間隔を空けた部分に詳細を
後述する内部保持部材１１が配置されている。
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【００１４】
　移動手摺用枠体８および上部枠体９は、固定支持部材７とは異なり、移動手摺５の移動
方向に連続的に構成されている。上部枠体９の上端部にはガイド部材１０が固定されてお
り、このガイド部材１０によって移動手摺５の移動を案内するように支持している。移動
手摺用枠体８内には、内部保持部材１１が配置されており、この内部保持部材１１は上述
したように移動手摺５の移動方向における固定部材７の分割単位間で所定の間隔を空けた
部分に配置され、欄干パネル４Ａの上端部に固定されている。
【００１５】
　内部保持部材１１には、バネ鋼等の弾性を有する材料で構成された棒状部材を折り曲げ
加工して、バネアクションが付与された挟み込み部１２および光源保持部１３が一体的に
形成されている。挟み込み部１２は、欄干パネル４Ａの上端部に挟み込まれて内部保持部
材１１全体が欄干パネル４Ａに固定されている。光源保持部１３には、光源収納体１４と
配線１５とが挟み込まれて保持されている。
【００１６】
　光源収納体１４内には、光源が構成されている。例えば、光源収納体１４内の長手方向
には任意の間隔で複数のＬＥＤなどの発光素子が配置され、各発光素子は、乗客コンベア
の支持構造体内に設置された電源に、配線１５を利用して接続されている。光源収納体１
４の下部近傍に位置する移動手摺用枠体８には開口部が形成され、この開口部を塞ぐよう
にして下方に向かって突出した半透明の照明カバー１６が取り付けられている。
【００１７】
　挟み込み部１２を用いて欄干パネル４Ａの上端部に固定した内部保持部材１１を利用し
て、光源収納体１４および配線１５を固定しているため、内部保持部材１１自体の取り付
け構造が簡略化されるだけでなく、移動手摺用枠体８内の部品数を少なくすることができ
る。従って、移動手摺用枠体８内は簡略された構成となり、各部の取り付け作業も容易に
行えるようになる。
【００１８】
　図３は、上述した内部保持部材１１の詳細な構造を示す斜視図である。
【００１９】
　内部保持部材１１は、対向した配置となるように折り返した折り返し部１７，１８によ
って形成した挟み込み部１２と、対向した配置となるように折り返した折り返し部１９，
２０によって形成した光源保持部１３と、曲線的な折り曲げによって折り返し部１７，１
８間を連結する折り曲げ保持部２１とを有している。
【００２０】
　折り返し部１７，１８は、全体的に平行な関係ではなく、下方側に位置する欄干パネル
４Ａへ挿入する側に向かって徐々に対向距離を小さくする形状で、かつ下方端部では、欄
干パネル４Ａの厚みよりも小さな最小対向距離となっている。また、折り返し部１９，２
０も同様の構成であり、下方端部では、光源収納体１４が下方へ脱落しないように保持す
る構成となっている。
【００２１】
　折り曲げ保持部２１は、幾つかの機能を有しており、その一つの機能は折り返し部１７
，１８間にバネアクションを付与することである。折り返し部１９，２０間も他の折り曲
げ部によってバネアクションが付与されているが、折り曲げ保持部２１により折り返し部
１７，１８間の方により大きなバネアクションが付与されている。
【００２２】
　従って、図２に示したように挟み込み部１２を欄干パネル４Ａの上端部に挟み込むとき
、作業者が折り返し部１７，１８を互いに離反する方向に広げた状態で挿入し、折り曲げ
保持部２１によって欄干パネル４Ａの上端部に挟み込み部１２が挟み込まれた状態とし、
その後、作業者が手を離すと、内部保持部材１１が欄干パネル４Ａの上端部に確実に固定
されることになる。
【００２３】
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　また、折り曲げ保持部２１は、別の機能を果たしている。つまり兎の耳状に形成された
折り曲げ保持部２１は、欄干パネル４Ａの上端部と移動手摺用枠体８間に配置されている
ため、折り曲げ保持部２１の上端部が移動手摺用枠体８に近接されている。このため、何
等かの理由で内部保持部材１１が欄干パネル４Ａから抜け出る方向に移動しようとしても
、折り曲げ保持部２１の上端部が移動手摺用枠体８に接触して、抜け出る（脱落する）の
が防止される。つまり、内部保持部材１１自身の構成によって、抜け止め防止機能を果た
しているため、他の構造物によって抜け止めを行う場合に比べて構成を簡略化することが
できる。
【００２４】
　また、折り曲げ保持部２１の中間部には、下方に突出した突出部２２が形成されている
。図２に示した組み立て状態では、欄干パネル４Ａの上端面２３に突出部２２が接触する
まで、挟み込み部１２が欄干パネル４Ａに挿入されている。このとき、内部保持部材１１
は、欄干パネル４Ａを挟み込んだ折り返し部１７，１８と、突出部２２とで欄干パネル４
Ａに接触し、ほぼ固定状態となる。このため、内部保持部材１１が移動手摺５の移動方向
に傾いたり倒れたりすることがなく、図示の姿勢がしっかりと保持される。つまり、内部
保持部材１１自身の構成によって、転倒防止または姿勢保持機能を果たしているため、他
の構造物によって転倒または姿勢保持を行う場合に比べて構成を簡略化することができる
。
【００２５】
　図４は、内部保持部材１１の実際の使用状態を示す斜視図である。
【００２６】
　欄干パネル４Ａの上端部には、移動手摺５の移動方向に少しの距離を隔てて二本の内部
保持部材１１が配置されている。各内部保持部材１１の挟み込み部１２を欄干パネル４Ａ
の上端部に挟み込むことによって、各内部保持部材１１が欄干パネル４Ａの上端部にしっ
かりと固定されている。各内部保持部材１１は、折り曲げ保持部２１の中間部に形成され
た突出部２２が欄干パネル４Ａの上端面２３に接触するまで、挟み込み部１２が欄干パネ
ル４Ａに挿入されている。
【００２７】
　その後、内部保持部材１１の反対側に形成された光源保持部１３に、光源収納体１４が
保持されている。光源収納体１４は、移動手摺５の移動方向に沿って配置される細長い構
造物であるため、移動手摺５の移動方向に所定の間隔で欄干パネル４Ａに取り付けた複数
本の内部保持部材１１が配置され、これら複数の内部保持部材１１によって光源収納体１
４が保持されている。しかし、内部保持部材１１は必ずしも図３に示すように近接配置し
た二本を一組とした構成とする必要はなく、移動手摺５の移動方向に所定の間隔で一本ず
つの内部保持部材１１を欄干パネル４Ａに取り付けても良い。
【００２８】
　いずれの場合も、使用される全ての内部保持部材１１は挟み込み部１２を使用して欄干
パネル４Ａの上端部に挟み込んで固定されているため、他の固定部材を使用した場合に比
べて移動手摺用枠体８内の構成を簡略化することができる。
【００２９】
　一方、光源収納体１４は、例えば、弾性を有する透明なチューブ状の樹脂で構成した細
長い筒状のものとすると、容易に折り曲げて移動手摺５に沿ってその移動方向に配置する
ことができる。このような光源収納体１４の構造および特性を考慮しながら、使用する内
部保持部材１１の本数と、内部保持部材１１の取り付け位置と、複数本の各内部保持部材
１１の間隔などを決定すると良い。
【００３０】
　こうして図２に示したように、欄干パネル４Ａに近接して光源収納体１４を配置して欄
干照明６を構成し、この欄干照明６によって、欄干パネル４Ａ近傍の照明を行うことがで
きる。また、図２に示したように、発光素子を用いた光源は、照明カバー１６内ではなく
、それよりも奥のほうである移動手摺用枠体８の内側に配置されているので、照明カバー
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１６と光源との間に十分な間隔を確保することができる。これにより、照明カバー１６の
照度ムラを抑えて照明カバー１６から均一に照らすことができる。図２に示した望ましい
実施例では、移動手摺用枠体８内でビスを使用することなく、欄干パネル４Ａに近接して
光源収納体１４を固定することができるので、光源を配置した手摺支持枠８内の部品数を
少なくして構成を簡略化した乗客コンベアを得ることができる。
【実施例２】
【００３１】
　図５は、本発明の他の実施例による乗客コンベアの要部を示す斜視図である。先の実施
例との同等物には同一符号を付けて詳細な説明を省略し、相違する部分について説明する
。
【００３２】
　先の実施例では、弾性を有する棒状部材を折り曲げ加工して内部保持部材１１を構成し
たが、本実施例では、弾性を有し、移動手摺５の移動方向に棒状部材よりも大きな幅を有
する板状部材を一体的に曲げ加工して内部保持部材１１が構成されている。このような板
バネによって形成した内部保持部材１１は、移動手摺５の移動方向に棒状部材よりも幅を
容易に大きくできるので、その大きな幅を活用して欄干パネル４Ａの上端部に移動手摺用
枠体８と接触するための支持部２４が形成されている。
【００３３】
　内部保持部材１１に支持部２４が形成されているため、図３に示した折り曲げ保持部２
１は省略されている。この支持部２４は、分割されて製作され、その後、何等かの結合方
法で一体にされる。
【００３４】
　この構成によれば、支持部２４が欄干パネル４Ａと移動手摺用枠体８との間に配置され
ているため、先の実施例における折り曲げ保持部２１と同様に、脱落しようとする際に支
持部２４が移動手摺用枠体８と接触するので、挟み込み部１２が欄干パネル４Ａの上端部
から抜け出るのを防ぐことができる。
【実施例３】
【００３５】
　図６は、本発明の他の実施例による乗客コンベアの要部を示す斜視図である。先の実施
例との同等物には同一符号を付けて詳細な説明を省略し、相違する部分について説明する
。
【００３６】
　本実施例では、樹脂成形品の内部保持部材１１を使用している。樹脂製の内部保持部材
１１は、移動手摺５の移動方向に棒状部材よりも幅を容易に大きくすることができる。ま
た、支持部２５を内部保持部材１１と同じ樹脂製として一体的に形成することができる。
【００３７】
　このような構成によれば、支持部２５および内部保持部材１１とが樹脂製として一体的
に形成されると、挟み込み部１２が欄干パネル４Ａの上端部に挟み込んで固定されたとき
、支持部２５の配置も完了することになるので、構成を簡略化しながら作業性を一層向上
させることができる。
【００３８】
　さらに、支持部２５が欄干パネル４Ａと移動手摺用枠体８との間に配置されているため
、先の実施例における折り曲げ保持部２１と同様に、脱落しようとする際に支持部２５が
移動手摺用枠体８と接触するので、挟み込み部１２が欄干パネル４Ａの上端部から抜け出
るのを防ぐことができる。
【００３９】
　尚、本発明は、上述した実施例に限定するものではなく、様々な変形例が含まれる。例
えば、上述した実施例は本発明を分かり易く説明するために詳細に説明したものであり、
必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定するものではない。またある実施例の構
成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に



(7) JP 6208571 B2 2017.10.4

10

他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他
の構成の追加、削除、置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００４０】
　４　　欄干
　４Ａ　欄干パネル
　６　　欄干照明
　５　　移動手摺
　８　　移動手摺用枠体
　１１　内部保持部材
　１２　挟み込み部
　１３　光源保持部
　１４　光源収納体
　２１　折り曲げ保持部
　２２　突出部
　２４，２５　支持部

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】



(9) JP 6208571 B2 2017.10.4

10

フロントページの続き

    審査官  岡崎　克彦

(56)参考文献  特開２０１３－１９９３３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２１１４７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６４－００７１８２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭６３－１６１２８２（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６６Ｂ　　２３／２２　　　　
              Ｂ６６Ｂ　　３１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

